
浦安市社会福祉協議会職員募集要項（非常勤職員） 

 

１．募集職種・採用人数 ①社会福祉士 

 ②地域福祉コーディネーター 

 ③児童育成クラブ支援員 

２．雇用形態  非常勤職員 

３．勤務地   浦安市社会福祉協議会、児童育成クラブ等 

４．業務内容  ①②地域福祉に関する相談・援助業務 

        ③放課後の遊びや生活を通した児童育成支援 

５．勤務日数  ①週５日 午前９時～午後５時 

②週３～５日 午前９時～午後５時 

③週３～５日 午後０時～７時 30分（うち６時間）、 

土曜日や学校休業日は午前７時 30分～午後７時 30分 

（うち８時間） 

※①②は、勤務地によりローテーションによる土曜日・祝日勤務

あり。各勤務日数は応相談。 

６．休暇  年次有給休暇、忌引等の場合に与えられる特別休暇 

７．給与  時給：①1,430円 

  ② 960円 

③ 960円（有資格者は研修８週後から 1,030円） 

※各通勤、時間外手当を支給要件に応じて支給 

８．採用日  平成 29年 11月以降で応相談 

９．受験資格等 ①社会福祉士の資格を有する方でパソコン操作（ワード・エ

クセル）ができる方 

        ②パソコン操作（ワード・エクセル）ができる方 

 社会福祉士の資格を有する方尚可 

        ③保育士、幼稚園･学校教諭、社会福祉士、放課後児童支援員

認定資格のいずれかを有する方、または児童福祉事業・放

課後児童健全育成事業に 2年以上従事した方尚可 

10．採用試験日程 応募書類等到着後、書類選考のうえ別途連絡 

11．申込手続 

  （1）提出書類 履歴書（所定の様式・写真を貼付）、職務経歴書、 

資格証明書の写し（資格該当者のみ） 

※希望職種･勤務開始可能日等を、履歴書の本人希望記入欄へ記入。 

  （2）申込方法 提出書類を郵送または直接、浦安市社会福祉協議会総務課

へ、平成 29年 10月 25日（水）必着にて提出 

         ※持参の場合は午前８時 30分～午後５時（土･日･祝日除く） 

〈問合せ先〉 

 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 総務課 

 〒279-0042浦安市東野 1-7-1総合福祉センター内 電話 047-355-5271 


